
次回の広報まいばら発行日は… 
８月1日号（市政情報誌）7月25日（金） 

国保加入の皆さんへ

北京オリンピック壮行会

消費生活相談コーナー　　  　  

市民フォーラムを開催 　 　　

名前を募集します　　　  　

限度額適用（・標準負担額減額）認定証・高齢受給者証の更新時期です

ホッケー女子日本代表に木村選手と常喜コーチ

トイレの詰まり・・・修理を頼んだら予想外の高額請求が

7月27日（日）は「まいばら水源の里市民フォーラム」へ

米原市のシンボル“ホタル”のキャラクター名を募集
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●
限
度
額
適
用
（
・
標
準
負
担
額
減
額
）

　

認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

　

入
院
し
た
と
き
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額
等
（
非
課

税
世
帯
は
食
事
費
含
む
）
が
減
額
に
な
る
「
限
度
額
適

用（
・
標
準
負
担
額
減
額
）認
定
証
」を
お
持
ち
の
方
は
、

７
月
３１
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
更
新
の
申
請
が

ま
だ
の
方
は
、
文
書
に
て
ご
案
内
し
た
と
お
り
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
限
度
額
適
用
（
・
標
準
負
担
額
減
額
）

　

認
定
証
の
申
請
方
法
は

　

現
在「
限
度
額
適
用（
・
標
準
負
担
額
減
額
）認
定
証
」

を
お
持
ち
で
な
い
方
で
、
入
院
の
予
定
が
あ
る
な
ど
、

認
定
証
が
必
要
な
場
合
は
保
険
証
と
印
鑑
を
お
持
ち
の

う
え
、
最
寄
り
の
米
原
市
役
所
窓
口
で
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
国
保
税
に
未
納
の
あ
る
方
は
交
付

国
民
健
康
保
険（
国
保
）

加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

●
受
給
者
証
の
更
新
時
期
に
な
り
ま
し
た

　

現
在
お
手
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

（
う
す
い
緑
色
）
の
有
効
期
限
は
平
成
２０
年
７
月
３１
日

で
す
。
８
月
１
日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
（
う
す
い
だ
い
だ
い
色
）
は
、
７
月
下
旬
に

届
く
よ
う
に
郵
送
し
ま
す
。

●
窓
口
で
の
一
部
負
担
割
合
に
つ
い
て

　

高
齢
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
の
窓
口

負
担
割
合
は
１
割
で

す
が
、
現
役
並
み
所

得
の
あ
る
方
は
３
割

と
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険（
国
保
）

加
入
の
７０
歳
か
ら
７４
歳※

の
皆
さ
ん
へ※

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
の
方
を
除
く

で
き
ま
せ
ん
。

・
70
歳
以
上
の
高
齢
受
給
者
で
市
・
県
民
税
課
税
世
帯

の
方
は
、
こ
の
認
定
証
は
不
要
で
す
。

・
現
在
、（
長
寿
）
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
、

申
請
し
て
い
た
だ
く
必
要
の
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、

文
書
で
個
別
に
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
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あ
れ
？　

受
給
者
証
に「
２
割
」っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　

書
い
て
あ
る
の
は
ど
う
し
て
！？

　

医
療
制
度
が
改
正
さ
れ
、
平
成
２０
年
４
月
か
ら
一
部
の
７０
歳
か
ら
７４
歳

の
高
齢
受
給
者
の
窓
口
負
担
割
合
が
、１
割
か
ら
２
割
に
見
直
さ
れ
る（
３

割
負
担
の
方
は
そ
の
ま
ま
）
予
定
で
し
た
が
、
平
成
２０
年
４
月
か
ら
平
成

２１
年
３
月
ま
で
の
一
年
間
に
限
り
、
窓
口
負
担
割
合
を
１
割
に
据
え
置
く

措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

受
給
者
証
の
表
記
は『
２
割
（
平
成
２１
年
３
月
３１
日
ま
で
は
１
割
）』と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
据
え
置
か
れ
た
１
割
分
は
国
が
負
担
す
る
た
め
、
皆

さ
ん
に
実
際
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
窓
口
負
担
割
合
は
１
割
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
２１
年
４
月
以
降
の
窓
口
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
政
府
に

お
い
て
審
議
中
で
す
が
、
現
段
階
で
は
２
割
の
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
役
並
み
所
得
者

　
　
　
（
３
割
負
担
と
な
る
方
）と
は
？

申
請
に
よ
り
1
割
負
担
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

当
該
年
度
の
市
・
県
民
税
の
課
税
所
得
（
所
得
か
ら
各

種
控
除
を
引
い
た
額
）
が
145
万
円
以
上
で
あ
る
70
歳
以
上

の
国
保
加
入
者
が
い
る
世
帯
に
属
す
る
方
が
「
現
役
並
み

所
得
者
」
に
な
り
、窓
口
負
担
割
合
が
3
割
と
な
り
ま
す
。

※

後
期
高
齢
者
医
療
は
別
の
保
険
制
度
に
な
り
ま
す
。

　

現
役
並
み
所
得
者
に
該
当
す
る
方
の
う
ち
、
70
歳
以
上

の
国
保
加
入
者
の
合
計
収
入
が
、
下
表
の
条
件
を
満
た
す

場
合
は
、
申
請
に
よ
り
窓
口
負
担
割
合
が
１
割
（
平
成
21

年
４
月
以
降
は
２
割
の
予
定
）
に
な
り
ま
す
。（
該
当
さ

れ
る
方
に
は
、
申
請
の
案
内
通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。）

窓口負担割合は前年（１月～12月）の収入をもとに判定されます。
（例）平成20年８月から平成２１年７月までは、平成１９年中の
　　  収入で判定します。

後期高齢者医療の創設に伴う経過措置について
★
医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
を
判
定
す
る

　

方
法
が
８
月
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
７
月
ま
で
は
、
こ
れ
ま

で
国
保
加
入
者
だ
っ
た
方
で
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
該
当
す
る
方
も
含
め
て
所
得
判
定
を

行
っ
て
い
ま
し
た
が
、平
成
20
年
８
月
か
ら
は
、

原
則
、
70
歳
以
上
の
国
保
加
入
者
の
み
で
所
得

判
定
を
行
い
ま
す
。

★
新
た
な
「
経
過
措
置
」
が
設
け
ら
れ
ま
す

●
対
象　

同
一
世
帯
の
70
歳
以
上
の
国
保
加
入

者
が
１
人
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
加
入
者
が

３
割
負
担
と
な
る
場
合
、
同
一
世
帯
の
こ
れ

ま
で
国
保
加
入
者
だ
っ
た
方
で
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
該
当
す
る
方
を
含
む
世
帯
の
合

計
収
入
額
が
5
2
0
万
円
未
満
の
方

●
内
容　

窓
口
で
の
負
担
割
合
が
３
割
で
あ
っ

て
も
、
高
額
療
養
費
の
１
か
月
の
自
己
負
担

限
度
額
は
『
一
般
（
１
割
の
方
と
同
じ
）』

と
同
じ
負
担
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
経
過
措
置
の
期
間　

平
成
22
年
７
月
末
ま
で

（
所
得
判
定
は
毎
年
行
い
ま
す
。）

★
７
月
末
で
終
了
す
る
経
過
措
置
に
つ
い
て

　

平
成
18
年
８
月
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
た
「
公

的
年
金
等
控
除
の
縮
減
お
よ
び
老
年
者
控
除
の

廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
」
は
、
平
成
20
年
７
月

31
日
を
も
っ
て
終
了
と
な
り
ま
す
。

お問い合わせ　　市民部　医療保険課（近江庁舎）　　☎ 52－6922　　 ■FAX 52－8730

「現役並み所得者（３割負担）」となる方は？

現役並み所得者
同じ世帯に属する
70歳以上の国保加
入者のうち１人でも

１人

２人以上

同じ世帯に属する
70歳以上の国保加
入者の人数

383万円未満

520万円未満

同じ世帯に属する
70歳以上の国保加
入者の合計収入

うち申請により

窓口負担割合が

１割となる場合

市県民税課税所得
145万円以上

※新しい高齢受給者証の色はうすいだいだい色です。



入国警備官採用試験
受験資格▶昭和 60 年４月２日から
平成３年４月１日生まれの方
採用予定数▶約120人
第1次試験▶９月28日 ( 日 )
申込期間▶郵送・持参：７月 22 日
( 火 ) ～８月５日 ( 火 )[ 消印有効 ]
／インターネット：７月22日 (火 )
９時～29日 ( 火 )17時
■問 人事院近畿事務局
☎ 06－4796－2191
http://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.htm
 インターネット申込専用
http://www.jinji-shiken.jp/
moushikomi-s34.html

第 58回滋賀県統計グラフ
コンクール 作品募集
　統計の数字をわかりやすいグラフ
に表現してみませんか？　応募を希
望される方は募集要領を送りますの
で、下記までお申込みください。
対象▶県内在住・在勤・在学の方
応募締切▶９月４日 (木 )
■申・ ■問 滋賀県統計協会
☎ 077－528－3391
■FAX 077－528－4835

■問 市教委　まなび推進課（山東庁舎）　☎ 55－8106　■FAX 55－4040

■問 市　収納課（近江庁舎）　☎ 52－3189　 ■FAX 52－6930 

児童手当現況届の提出について
　児童手当の受給者は、毎年６月に引き続
き受給資格を有しているかどうかを確認す
るため、「児童手当現況届」を提出する必
要があります。提出されない場合は、６月
分以降の児童手当を受給することができな
くなってしまいますので、まだ提出してお
られない方は大至急、ご提出ください。
提出場所▶米原市役所各庁舎窓口、行政サー
ビスセンター、こども家庭課（山東庁舎）
■問 市　こども家庭課（山東庁舎）　
☎ 55－8104　■FAX 55－4040

自動車税の納め忘れは
ありませんか？
　滋賀県では、平成 20 年度に課税
した自動車税が未納の人に対し７月
22日付けで督促状を発付します。
　未納のまま放置されますと地方税
法第 167 条の規定（自動車税に係
る滞納処分）に基づき、預金・給与・
自動車等を差し押さえることとなり
ますので、通知書に記載のある金融
機関窓口、コンビニエンスストアの
ほか、振興局税務課など最寄りの県
税取扱い窓口で早急に納税を済ませ
てください。
　なお、やむを得ず納付できない事
情がある場合は、督促状の封筒裏面
に記載のある県の取扱機関まで必ず
連絡してください。
■問 湖北地域振興局税務課　
☎ 65－6606
滋賀県自動車税事務所　
☎ 077－585－7288

“輝け北京で！”
　今年８月に開催される北京オリンピックに日本女子ホッケーチームが
出場権を獲得し米原市出身の２名が代表選手団員に選ばれました。
　ここにその栄誉を称え、激励と活躍祈念をするため、市民との交流
の場として壮行会を開催します。
どなたでもご参加いただけますので、皆さんぜひお越しください。

代表選手団員　常喜浩幸コーチ（写真左）、木村千恵選手
じょう ぎ    ひろ  ゆき き    むら    ち     え

日時▶７月27日（日）17時～　会場▶ルッチプラザ　ベルホール310

休日納税相談会を開催します！
　納期限を過ぎても市税や米原市公共料金の納付が困難な方で、平日に納税相談が受けられない方を対象に納税相談を行います。
また、市税や米原市公共料金を納付することもできますので、平日に納付することが困難な方はぜひご利用ください。

日　時：
場　所：
持ち物：

７月27日（日）　９時～18時
市役所　近江庁舎
印鑑（認印で可）
口座振替を登録される方は、通帳と口座お届け印

お詫びと訂正
　広報まいばら７月1日号に以下の
誤りと、掲載漏れがありました。お
詫びして訂正します。
●21ページ…「大相撲米原場所開催」
の記事中、幟（のぼり）サイズ
　900ｍｍ×5400ｍ　

↓
　900ｍｍ×5400ｍｍ

●24 ページ…７月 26 日～８月 10
日に開催のイベント名は「梅花藻
ライトアップ」です。

○誤
○正

A Prefeitura Municipal de Maibara (Oumi) realizará 
em 2008/７/2７ (domingo) das 9h ás 18h, 
Consulta e pagamento de impostos. (Das 10h ás 
17h  estamos  p repa rando  consu l ta  em　
português).

オリンピック壮行会を
開催します

至急！！

※10時から17時までポルトガル語の通訳者も同席します。
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～夏休み特別企画～
親子で体験！裁判所ってどんなとこ？
　法廷見学や映画「ぼくらの裁判員物
語」を上映します。裁判官に質問もでき、
クイズに答えるとグッズがもらえます。
日時▶７月26日（土）13時～15時 30分
場所▶大津地方裁判所 別館
定員▶先着70人
申込方法▶７月 14 日（月）～ 25
日（金）９時～ 17 時（土日祝を
除く）の期間に下記まで
■申・ ■問 大津地方裁判所事務局総務課庶務係
☎ 090－2389－3466　
■FAX 077－522－4200

森と湖に親しもう！ 
「姉川ダム自然観察会」
　ダム周辺を歩いて樹木や草の名前
を調べてみよう！山菜や魚（あまご）
の塩焼きなども体験できます。
日時▶７月27日 ( 日）
　11時～13時
場所▶姉川ダム事務所（曲谷・寺谷
ふれあい公園）
定員▶40人
申込締切▶７月23日（水）
■申・ ■問 姉川ダム管理事務所
☎ 59－0061　

滋賀県立大学
オープンキャンパス 2008
　高校生や保護者の皆さんを対象に、
教員や学生、職員がキャンパスを案
内し、模擬講義や公開講義、個別相
談などを実施します。※申込不要
日時▶８月９日（土）、10 日 ( 日 )
　９時～15時頃
■問 滋賀県立大学
☎ 0749－28－8217
■FAX 0749－28－8472

水気を切ってごみ減量！
焼却効率アップで
ＣＯ2を削減しよう

　家庭から出る可燃ごみのうち、生ごみの占める割
合は約３２％で、その８０％以上が水分です。生ご
みの水分をよく切ることは、ごみ減量につながり、
腐敗や悪臭の発生を抑えます。さらに、収集車での
運搬効率やクリスタルプラザでの焼却効率が上がる
ことでＣＯ２削減にもつながります。また、伊吹地域
で実施している生ごみの分別収集では、ボカシ容器
の水を抜くことにより、堆肥化する工程で効率が上
がります。

（環境保全課）

環境ひとくちメ
モ⑪ご存じですか？ 

こども１１０番のおうち
ご存じですか？ 

こども１１０番のおうち

（米原警察署・米原市防犯自治会・
米原市教育委員会）

生ごみの水切りアイデア

・野菜くずや果物の皮はぬらさないよう、
  別にしておく。
・水分を含むものは、食品トレイや古新聞などに
  乗せて乾かす。
・野菜の皮もなるべく料理に使う。
・三角コーナーを傾けておく。
・手でしぼる。

　子どもの安全確保を図るため、一般の住宅や商店など
のご協力を得て、通学途上の緊急避難先として設置され
ているのが「こども１１０番のおうち」です。
　設置協力者の皆さんには子どもが助けを求めたときに
①身柄を保護していただくこと
②警察や学校、保護者への連絡をとっていただくこと
③けがをしていた場合は救急車の手配を
　していただくこと
をお願いしています。
　各ご家庭でも、通学路の｢こど
も１１０番のおうち｣を今一度ご
確認いただき、子どもたちに、
危険を感じたらすぐに「こども
１１０番のおうち」に避難する
よう、よく言い聞かせてあげ
てください。
　地域のみんなの監視の目
で、子どもの安全・地域
の安全を守りましょう。

■問 市教委　まなび推進課（山東庁舎）　
☎ 55－8106　 ■FAX 55－4040　

米原市平和祈念式典開催
　二度と戦争の惨禍を繰り返すことのないよう核廃絶と平和希求への意思
表明として、「米原市平和祈念式典」を開催します。ぜひご来場ください。

開催日：８月２日（土）10時～　　会　場：米原公民館

■問 市 社会福祉課（山東庁舎）　☎ 55－8102  ■FAX 55－2406

参加無料

参加無料

平 和 祈 念 展
伝えたいこと　つなぎたいこと
日程

会場
主催

：8月2日（土）～17日（日）
  9時～17時
：米原公民館
：滋賀県・米原市

■問 滋賀県 健康福祉政策課
☎ 077－528－3514

ゆずりあう マナーが滋賀の 通行証
7月15日（火）～24日（木）は夏の交通安全県民運動の実施期間です。 4
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住民基本台帳カードの
交付手数料が無料に
住民基本台帳カードの
交付手数料が無料に
住民基本台帳カードの
交付手数料が無料に
住民基本台帳カードの
交付手数料が無料に

　身分証明書としても役立つ住民基本台帳カード。このカードの交付手数料が期間限定で無料になりました。
　この機会に便利な住基カードをつくってみませんか？

無料となる交付申請の期間は

この機会に便利な住基カードをつくってみませんか？

無料となる交付申請の期間は

平成20年7月1日から平成23年3月31日まで
※通常の交付手数料は５００円です。再交付の場合は有料です。

選択できます。カードの種類。

こんなときに便利です！

申請方法

　住基カードの種類には『写真付き住基カード』と『写真なし住基カード』の２種類があり、希望するカー
ドを選択できます。

写真付き住基カード
顔写真・氏名・生年月日・性別・住所が掲載されます。

写真なし住基カード
氏名が掲載されます。

・「写真付き住基カード」は運転免許証などと同じ公的な身分証明書として利用できますので、市役所窓口や
金融機関等で本人確認書類として活用いただけます。

・全国の市町村窓口で本人および同一世帯員の広域交付住民票（本籍などの記載なし）が取得できます。
・米原市から転出される際、住民基本台帳カードの交付を受けた本人や、一緒に引っ越す人（同一世帯）の
中に住民基本台帳カードの交付を受けた人がいる場合、転入転出手続きの一部を簡素化することができま
す。くわしくはおたずねください。

・公的個人認証サービスにより発行された電子証明書を住基カードに格納することで、ご自宅やオフィスのパ
ソコンからから確定申告などの手続きができるようになります。（電子証明書の発行には５００円が必要です。）

■申 請 で き る 人：
■申請に必要なもの：

■申請できるところ：

米原市に住民票のある方
①運転免許証やパスポートなど官公署発行の写真付の身分証明書
　（お持ちでない場合は照会書による本人確認をさせていただきます。）
②印鑑
③顔写真 [4.5cm×3.5cm]１枚（写真付カードを申請する場合のみ）
市役所 各庁舎  自治振興課・市民窓口課（米原庁舎）

■問 市民窓口課（米原庁舎）　　　☎ 52－6927　　 ■FAX 52－4593

[ 注意 ] 申請を受け付けてからカードを交付するまでには１～２週間かかります。
　　　  カードを必要とされる場合はあらかじめ余裕を持って申請くださるようお願いします。
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消費生活相談コーナー　消費生活相談コーナー　消費生活相談コーナー　
困ったときは
米原市消費生活相談窓口へ

（米原庁舎１階）
相談専用　☎５２－８０８８
受付　平日 ９時15分～15時 30分

“トイレの詰まり”　修理を頼んだら、
思いもかけない高額請求が・・・

　

ト
イ
レ
が
詰
ま
っ
て
水
が
あ
ふ
れ
た
。

以
前
、
郵
便
受
け
に
入
っ
て
い
た
チ
ラ

シ
を
保
管
し
て
お
い
た
の
を
思
い
出
し
、
電
話

を
し
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に
業
者
が
来
て
作
業
を

始
め
た
。
作
業
は
15
分
ほ
ど
で
終
わ
り
、
詰
ま

り
は
直
っ
た
。

　

作
業
終
了
後
、
業
者
か
ら
修
理
代
13
万
円
を
、

現
金
で
す
ぐ
支
払
う
よ
う
言
わ
れ
て
驚
い
た
。

費
用
の
こ
と
は
何
も
言
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
少

し
心
配
で
は
あ
っ
た
が
、
ま
さ
か
こ
ん
な
に
高

　
「
水
道
ト
ラ
ブ
ル
即
日
対
応
」「
24
時

間
！
年
中
無
休
」
こ
ん
な
う
た
い
文
句
の

チ
ラ
シ
や
シ
ー
ル
が
新
聞
や
郵
便
受
け
に
入
っ
て
い

る
と
、
ま
さ
か
の
時
の
た
め
に
と
保
管
し
て
お
く
家

庭
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

最
近
、
水
回
り
の
修
理
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
ト
ラ

ブ
ル
は
全
国
で
多
発
し
て
お
り
、
相
談
件
数
は
年
々

増
加
し
て
い
ま
す
。

　

ト
イ
レ
や
台
所
で
水
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
り
、

あ
ふ
れ
た
り
す
る
と
つ
い
慌
て
て
し
ま
い
、
手
元
の

チ
ラ
シ
や
シ
ー
ル
な
ど
を
見
て
す
ぐ
に
業
者
に
修
理

を
依
頼
し
が
ち
で
す
が
、
そ
の
業
者
が
適
正
な
価
格

で
適
正
な
修
理
を
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
作
業
が

終
わ
っ
た
後
で
請
求
さ
れ
た
金
額
に
納
得
で
き
な
く

て
も
、
自
分
か
ら
業
者
に
依
頼
し
た
場
合
に
は
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
業
者
と

話
し
合
う
し
か
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

A Q

被
害
を
避
け
る
た
め
に

①
い
ざ
と
い
う
と
き
に
困
ら
な
い
よ
う
に
、
台
所
や

ト
イ
レ
な
ど
の
止
水
栓
の
位
置
や
水
道
の
元
栓
の

位
置
を
確
認
し
て
お
く
。

②
あ
ら
か
じ
め
ラ
バ
ー
カ
ッ
プ（
図
1
）を
用
意
し
て

お
く
。

③
修
理
を
依
頼
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
事
前
に
見
積

も
り
を
取
る
。

④
修
理
を
依
頼
し
た
の
に
、
設
備

の
交
換
な
ど
修
理
以
外
の
工
事

を
勧
め
ら
れ
た
場
合
は
そ
の
場

で
契
約
せ
ず
、
と
り
あ
え
ず
応

急
処
置
だ
け
頼
む
こ
と
。

こんなとき

どうすればいい？

　

た
だ
し
、
ト
イ
レ
の
詰
ま
り
の
修
理
を
頼
ん
だ

だ
け
な
の
に
、
水
周
り
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
す

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
ど
、
頼
ん
だ
と
き

の
目
的
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
契
約
を
し
た
場
合
に

は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

額
な
請
求
を
受
け
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ

た
。
チ
ラ
シ
に
は
「
基
本
料
金　

３
，０
０
０
円

か
ら
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
た
の
で
、
せ
い
ぜ
い

１
万
円
程
度
ま
で
だ
と
思
っ
て
い
た
。

　
「
今
日
、
現
金
で
支
払
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
わ

れ
た
が
、
13
万
円
も
の
お
金
を
す
ぐ
に
は
用
意

で
き
な
い
。
と
り
あ
え
ず
１
万
円
だ
け
支
払
っ

た
。
残
り
は
明
日
取
り
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
納
得
で
き
な
い
。
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。　
　
　
　
（
Ｙ
子　

65
歳
）

￥000,000

図1　ラバーカップ
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環境保護のため再生紙を使用しています。

大豆油インキで印刷しています。

名付け親になってみませんか？

■応 募 方 法：

■応募資格者：
■所 定 様 式：

■応 募 締 切：
■記入必須項目：

所定の様式、または任意の様式（はが
きなどでも可）にア～オの「記入必須
項目」を記入してご応募ください。
米原市に在住・在勤の方　
各庁舎窓口に設置のほか、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードできます。
平成20年7月31日 ( 木 )

応募・お問い合わせ　 〒521－8501　米原市下多良三丁目３番地　 米原市役所　政策推進部　総合政策課
　　　　　　　　　　☎ ５２－６６２６　■FAX ５２－５１９５　  sousei@city.maibara.shiga.jp

ア . キャラクター名
　　①（　　　　　　　　　　　）
　　②（　　　　　　　　　　　）
　　③（　　　　　　　　　　　）
イ . 名　前
ウ . 住　所
エ . 電　話
オ . 生年月日

③お父さんと
　お母さんの
　こども

①源氏ボタルを
　イメージした
　お父さんホタル

②ヒメボタルを
　イメージした
　お母さんホタル

　実はこのキャラクターたちにはまだ名前が付いてい
ません。そこで、市民の皆さんからキャラクターの名
前を募集します。募集する名前は、キャラクター①か
ら③の全てです。

　キャラクターにふさわしい名前や、米原市らしい名
前を付けてください。
　たくさんのご応募をお待ちしています！

米原市のシンボル“ホタル”の
『キャラクターデザイン』が完成
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